
令和３年度 第７回 辻堂まちづくり会議 次第 
 

日 時:２０２１年１０月２８日（木）１３:３０～１５:００ 
会 場:辻堂市民センター ホール  

 
 

１ 議 題 
部会等からの報告について 

福祉部会（10/7）、くらし安心・安全部会（10/14） 
辻堂交流部会（10/7）、広報委員会（10/8） 

 
２ その他 

（1）今後の予定について 
  ・辻堂海岸コレクション 11月5日（金）～11月30日（火） 
  ・オンラインカフェ 12月12日（日）9:30から 
  ・絵本語り公演 1月30日（日） 
  ・全体集会 2月 
  ・辻堂まちづくりだよりの発行 3月 
（2）その他 

 
 
今後の予定 
●「辻堂駅 駅前掲示板」作業 11月 1日（月）担当 くらし部会 
●「辻堂朝市」 11月11日（木）担当 くらし部会2人、交流部会1人 
        11月25日（木）担当 くらし部会2人、交流部会1人 
〇辻堂交流部会        １１月 ４日（木）１０時から 
〇広報委員会         １１月１１日（木） ９時３０分から 
〇くらし安心・安全部会    １１月１１日（木）１３時３０分から 
〇福祉部会          １１月１８日（木）１３時３０分から 
〇令和３年度第８回辻堂まちづくり会議  

１１月２５日（木）１３時３０分から 
 

以 上  



№ 区分 氏名（敬称略） 団体名又は公募 役職 部会 広報委員会

1 団体推薦委員  松本　喜夫  自治会長・町内会長連絡協議会  福祉  〇

2 団体推薦委員  山田　泰司  社会福祉協議会  くらし安心・安全

3 団体推薦委員  野澤　章子  青少年育成協力会  福祉

4 団体推薦委員  高橋　肇  交通安全対策協議会  くらし安心・安全

5 団体推薦委員  吉田　紀行  生活環境協議会  辻堂交流

6 団体推薦委員  石井　喜孝  防犯協会  くらし安心・安全

7 団体推薦委員  福田　正三  防災協議会  くらし安心・安全

8 団体推薦委員  近藤　眞由美  東地区民生委員児童委員協議会  福祉

9 団体推薦委員  國弘　信子  西地区民生委員児童委員協議会  副会長  福祉

10 団体推薦委員  伊藤　和子  辻堂公民館評議員会  副会長  くらし安心・安全  〇

11 団体推薦委員  鷹野　三枝子  高浜地域子ども支援会議  福祉  〇

12 団体推薦委員  望月　賢二  辻堂地区社会体育振興協議会  くらし安心・安全

13 団体推薦委員  小林　準一郎  辻堂商店会連合会  辻堂交流

14 団体推薦委員  片桐　賢  辻堂地区老人クラブ連合会  辻堂交流

15 団体推薦委員  松尾　良子  ネットワーク湘南堂夢  福祉

16 団体推薦委員  丸山　嘉代  辻堂東地区いきいきサポートセンター  福祉

17 団体推薦委員  小泉　幹夫  辻堂西地区いきいきサポートセンター  福祉

18 団体推薦委員  北野　範之  辻堂地区ボランティアセンター  福祉

19 公募委員  横川　敬久  公募委員  辻堂交流

20 公募委員  森外　葉子  公募委員  辻堂交流  〇

21 公募委員  木幡　　元  公募委員  辻堂交流

22 公募委員  関岡　壽夫  公募委員  副会長  辻堂交流

23 公募委員  吉田　秀樹  公募委員  辻堂交流  〇

24 公募委員  尾崎　文彦  公募委員  会長  －  〇

25 公募委員  秋山　正行  公募委員  辻堂交流

26 公募委員  河住　靖則  公募委員  福祉

27 公募委員  久保田　恵  公募委員  くらし安心・安全  〇

令和３年度　辻堂まちづくり会議　委員名簿



 

令和３年度 第７回 辻堂まちづくり会議福祉部会 議事録 

 

（開催日時）２０２１年（令和３年）１０月７日（木）１３：３０～１５：００ 

（開催場所）辻堂市民センター 防災拠点本部室 

（出 席 者）野澤委員、近藤委員、鷹野委員、丸山委員、北野委員、河住委員 

（事 務 局）辻堂市民センター 森、守谷 

      共生社会推進室  山中、楜澤 

（議 題 等） １. グリーン回廊ウォーキングについて（交流部会と合同） 

２. 辻堂市民センターオープニング記念事業について 

３．福祉部会今後の取り組みについて 

４．その他 

 

〈議題〉 

１．グリーン回廊ウォーキングについて（交流部会と合同） 

  →グリーン回廊事業について、交流部会と合同で協議を行った。（議事録については第７

回交流部会のとおり） 

 

２．辻堂市民センターオープニング記念事業について 

   →資料に基づき、事業について事務局より説明を行った。 

    絵本語り公演については内容を再度確認したうえで、実施に向け検討することとした。 

 

 ３．福祉部会今後の取り組みについて 

   前回部会議事録、資料に基づき、前回のリノア訪問を踏まえ意見交換を行った。 

 

【意見等】 

  ・日常の中でのあいさつが大切といった話もあったが、福祉部会の取り組みとして知るき

っかけを作れるようなことがあればと感じた。 

  ・実際に話を伺って、７０名以上いらっしゃることに驚いた。子どものことを想う保護者

の意見が反映されたいい施設であると感じた。せっかくそのような施設を創った力のあ

る方が辻堂地区にいらっしゃるので、何かのきっかけづくりに繋がるのではと思った。 

  ・普段外から見ているだけでは実際に中で活動する様子がわからなかったが、実際に中を

見学して、このような素敵な場所で活動されていることを認識できた。また、地域の子

どもたちも入れるということで有難いと思った。地域の親世代にももっと知っていただ

きたいと思った。 

  ・リノアができた当初は辻堂団地との交流を行おうと頑張っていたが、衰退している現状

がある。せっかく団地の中にあるのに、高齢者を交えて何か関りを持つことは難しいの

かと思った。 

 



  ・普通障がいの施設を見学に行くと、その中だけで活動していることがほとんどで外との

関りは全然ないが、リノアは地域の子どもたちが遊びに来ることができたり、子どもた

ちが来る前にヨガやダンス教室をやっていたり外との交流が多くあるようなので、障が

いがある方々を知るきっかけは他の施設よりあると思った。そのようなところをきっか

けに地域がだんだん受け入れる体制ができていくとよいと感じた。 

  ・一般的な施設より明るい雰囲気で、子どもたちがやりたいようにのびのび出来ていると

思った。また父母の会の方々がかなり前向きに自分の子どものために様々なことをやろ

うとしていて、子どもたちのことを支援というよりも一緒に当たり前に過ごしたいと考

えていらっしゃるのだと感じた。 

   地域がもっと知ることができるようなことがなにかできれば当たり前に支えあうことが

できる地域になると思うし、保護者の方々もそう望んでいると思った。小さいころから

触れ合う機会があれば抵抗なく受け入れることができると思う。 

 

  →取り組みを考えていく中で、まずは辻堂地区にどのような施設があるのか把握している

必要があるため、次回部会にて確認することとした。また今回の話を基に各委員なにか

事業のアイデアがあれば次回共有することとした。 

 

４．その他 

  ・認知症フレンドリー講座について 

   今年度１月～２月頃の開催を予定しており、出席者との日程を調整することとした。 

 

  ・辻堂健康マップについて 

   施設が現在休止していることから作成できていなかったが、外観の写真等を利用し作成

していくこととした。 

 

  ・１０月の全体会で辻堂プライドのポロシャツを着て写真を撮るということで部会長から

報告があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  以 上 

【次回部会日程】 

日時：２０２１年(令和３年)１１月１８日(木) １３：３０～１５：００ 



令和３年度 第６回 くらし安心・安全部会 議事録 

 

（開催日時）２０２１年（令和３年）１０月１４日（木） １３：３０～１４：５５ 

（開催場所）辻堂市民センター 地区防災拠点本部室 

（出 席 者）委 員：高橋委員、橋本委員、福田委員、伊藤委員、望月委員、久保田委員 

      事務局：中丸、新倉、二宮 

（議 題 等） １ 今後の取組について 

       （１）子どもの安全 

         ・子どもの見守り事業 

       （２）辻堂地区交通問題事業 

         ・辻堂駅前商店街東側の進入禁止における自転車問題について 

       （３）辻堂市民センターオープン記念（スポーツ関連）事業について 

       （４）その他 

２ その他 

 

〈議 題〉 

 ◎部会長欠席のため、議事進行を伊藤副会長にお願いした。 

 

１ 今後の取組について 

（１）子どもの安全 

  ・子どもの見守り事業 

・昨年度から子どもの見守り事業について議論してきたが、市民センター移転に伴いセンターを

取り巻く環境も変化したことから改めて検討していくこととした。 

・子どもの見守り事業については、一時保留。アンケート調査については、見直しする。 

・児童館視察を行う。 

・見守り事業自体の見直し、新たな子どもの安全に対して当部会でどのようなことができるか考

え直していきたい。 

〇児童館視察日程：１１月１１日（木）１３時３０分「辻堂砂山児童館」等視察。 

 

・８月の部会において、辻堂小学校で同じようなアンケート調査をした話があり、事務局が確認

したところ、内容としては、校内の生活について（いじめ等）のアンケート調査であり、放課

後の居場所の内容についてのアンケート調査は特に行っていないとのことで報告した。 

 

【意見等】 

  ・市民センターが移転したことで、児童館や子どもの家がすぐ近くにあることから見守り事業の

見直しをしてもいいのではないか。児童館に視察に行ってみてはどうか。 

  ・学校の対応が昔と違い細かくなった。やるならば子どもの意見を聞くことが一番だと思いその

ために検討してきたが、残念だが今回は見送らざるを得ないと思う。 

  

 



 

〇見守り事業に関連して、防犯協会で１０月１９日（火）小学生下校時の見守り活動が予定さ

れている。当部会で都合がつく方は参加することとなった。 

 

（２）辻堂地区交通問題事業  

  ・辻堂駅前商店街西側の進入禁止における自転車問題について 

  ・辻堂駅前商店街西側の進入禁止における自転車問題について話し合った。 

   

【意見等】 

・自転車は降りたら歩道を歩くなどステッカーを貼るなど、正確に伝わるようなキャッチフレー

ズはないのか。 

・年末の交通安全週間時に警察と連携しながら、チラシを配布するなどどうか。 

→事務局でステッカーの種類、交通安全週間の日程含め警察に確認する。 

・一連の辻堂地区交通問題事業の進捗状況について説明してほしい。 

→事務局で確認する。 

 

（３）辻堂市民センターオープン記念（スポーツ関連）事業について 

・辻堂市民センターオープン記念（スポーツ関連）事業について、事務局より資料に沿って説明

し、現状の報告をした。 

【意見等】 

・観客なしとのことだが、実際の様子を撮影し、あとから動画配信はするのか。 

→生徒たちが映るので難しいかもしれないが、撮影するとなった場合には編集できる方がい

たら協力してほしい。 

・シュートの打ち方や、動きのポイントだけでも撮影できたらいい。 

→撮影可能か湘南ユナイテッドＢＣに確認する。 

 

（４）その他 

・特になし。 

 

２ その他 

・１０月２８日（木）全体会で辻堂プライドのポロシャツを着て写真を撮るということで伊藤委

員より報告があった。 

 

以 上 

 

 

         【次回部会日程】 

日時：２０２１年(令和３年)１１月１１日(木) 

１３：３０～１５：３０ 



辻堂市民センターオープン記念事業実施計画書（案） 

 

１．目的 

  新辻堂市民センター改築により体育室が新しく整備されたことを受け、オ

ープニング記念事業として、スポーツ関連イベントを実施するものです。 

 

２．キャッチフレーズ 

  「目指せ Ｂリーグ！君も未来のプロバスケットボール選手」 

 

３．実施時期 

  コロナ感染状況及びワクチン接種状況を勘案し、令和４年３月までの期間

に実施するものです。 

 

４．共催 

  まちづくり会議（くらし安心安全部会）・青少年育成協力会 

ネットワーク湘南堂夢・高浜地域子ども支援会議・公民館 

 

５．出演者 

  「湘南ユナイテッドＢＣ」 

湘南を拠点として活動しているプロバスケットチーム 

  

６．予算 ３０，０００円（謝礼：２０，０００円・諸経費：１０，０００円）

（内訳）公民館         １０，０００円 

ネットワーク湘南堂夢  １０，０００円 

     高浜地域子ども支援会議 １０，０００円 

   

７．スケジュール（湘洋中学校・高浜中学校のバスケット部：各７５分） 

 （１）あいさつ・「湘南ユナイテッドＢＣ」紹介   （５分） 

 （３）クリニック               （４５分） 

 （４）ミニゲーム               （２０分） 

 （５）あいさつ・質疑              （５分） 

 

以  上 



 

令和３年度 第７回 辻堂交流部会 議事録 

 

（開催日時）２０２１年（令和３年）１０月７日（木）１３：３０～１５：１５ 

（開催場所）辻堂市民センター 和室 

（出 席 者）委 員：吉田紀委員、片桐委員、横川委員、森外委員、関岡委員、吉田秀委員、 

秋山委員 

事務局：中丸、若山 

（議 題 等） １．グリーン回廊ウオーキングについて 

２．湘南ニコニコロード ストリートギャラリープロジェクトについて 

３．みんなで美化キャンペーンについて 

４．辻堂寫眞館について 

５．その他 

 

〈議題〉 

１．グリーン回廊ウオーキングについて 

福祉部会と意見交換を実施し、下記内容及び別紙企画のとおり決定した。 

・景品の引換え場所は、市民センターが複合化され、辻堂西いきいきサポートセンターも併

設しているが、場所を知ってもらう意味でも、いきいきサポートセンターで引換えをお願

いすることとなった。また同窓口に西南部障がい者地域相談支援センター つむぎもあるた

め、同じく協力依頼をする。 

・いきいきサポートセンターがかかわっている高齢者を少人数グループで歩く、「ミニ散歩」

を期間内に実施する。 

・障がいのある方も、参加できる「ミニ散歩」も企画検討する。（防災拠点であるセンターも

一緒に見学）→横川委員に相談。 

・三者連携（高浜地域子ども支援会議・ネットワーク湘南堂夢）とも共催し、子ども向けの

景品を用意する。 

【意見等】 

 ・いきいきサポートセンターでも歩く企画は検討している。（市の健康マップ作り講座に参加等）

また毎週諏訪神社や海浜公園で体操等も実施している。 

 ・ミニ散歩を企画する際も、当日応援で参加していただけると助かる。 

 ・ミニ散歩は自由参加・申込み不要であれば参加しやすい。 

 ・今後はＳＳＴも巻き込んでいきたい。 

 

２．湘南ニコニコロード ストリートギャラリープロジェクトについて 

 10月 4日（月）に募集を締切り、17件の応募があり、応募作品の確認を行った。今後は、10

月末までに作品を印刷したフラッグを納品し、11月 4日（木）に交流部会で設置し、11月 5日（金）

から作品展を実施する。 

 10月 25日号広報ふじさわと一緒に開催周知の地域回覧を行う。 



 

 

３．みんなで美化キャンペーンについて 

  昨年同様、12月を目途に湘南ニコニコロード及びポケットパークの花植えを実施することと

なった。事務局で学校と日程調整を行うこことした。 

会議後確認事項 

   湘南ニコニコロード：12月 16日（木）9時 30分～  （高浜中生徒の参加不可） 

   ポケットパーク  ：12月 11日 or 18日（土）9時～（学校と調整中） 

 

 

４．辻堂寫眞館について 

  第 2回の内容検討を実施し、様々なテーマの写真を飾る方向で検討することとなった。開催

は 12月か 1月を目途とする。今後は秋山委員が再度内容を検討することとなった。 

 

５．その他 

〇辻堂朝市のお手伝い人数について 

→朝市当日の準備に時間を要することから、まちづくり委員のお手伝いを 3人に変更するこ 

ととなった。11月は 2日間（11日、25日）とも交流部会 1人・くらし安心安全部会 2人 

に対応をお願いしたい。ご協力よろしくお願いいたします。 

7時 30分に市民センター集合。 

  〇湘南工科大学への授業参加について（会議後追加） 

   11月 8日（月）10時 30分より授業参加の依頼があり。 

交流部会で参加可能な方は、ご協力をお願いします。 

内容は、辻堂地区がどういう地域なのかグループごとに調査し、発表。 

 

以 上 

【次回部会日程】 

  日時：２０２１年(令和３年)１１月４日(木)１０：００～１１：３０ 

 



ＭＥ-ＢＹＯ ボールペン ＭＥ-ＢＹＯ コットンバッグ
ふじさわ歩くプロジェクト

エコバッグ

辻堂まちづくり会議

ハンドタオル
スポーツ用スクイズボトル

オリジナルキャップ

（オリパラ提供）

中野養蜂園

プロポリスキャンディ

オリジナルバッグ

（オリパラ提供）

お茶・のり コバヤシ

味のりバター風味

辻堂さんぽ景品一覧（参加賞）

辻堂さんぽ景品一覧（完歩賞）





令和３年度 第７回 広報委員会 議事録 

 

（開催日時）２０２１年（令和３年）１０月８日（金） ９：３０～１２：１５ 

（開催場所）辻堂市民センター 地区防災拠点本部室 

（出 席 者）尾崎委員、吉田秀委員、伊藤委員、鷹野委員、久保田委員、 

      事務局 中丸、宮木 

（議 題 等） １ 子ども回覧板について 

         ・今年度の実施方法等の検討 

２ 次回のオンラインカフェについて 

  ・１２月実施に向けた準備等の確認や役割分担など 

３ 全体集会について 

  ・２月実施に向けて実施手法、テーマ等の検討 

４ その他報告事項 

  ・辻堂プライドマーク活用について 

  ・オープニング記念行事について 

 

〈議題〉 

１ 子ども回覧板について 

  ・今年度の実施方法等の検討 

    

【意見等】 

 ・今年度子ども公民館の募集はない。小学生はワクチンが打てないので集まりにくい。 

  ２年前のように集まれるようになってから行いたい。今年度は実施せず来年度開催する。 

 →コロナ禍の今だからこそ出せるものがあるのではないか。 

・子どもが回覧板を見てくれることで、親が回覧板に興味を持ってくれるようにと思い始めたが、

前回、子どもにも親にも伝わらなかった。来年度に向けて十分なアイデアを出していきたい。 

→子ども回覧板の予算を「第２回辻堂さんぽ（秋編）」にまわしてよいか。 

 〇今年度は子どもたちの安心・安全の観点から実施は見合わせる。 

 

２ 次回のオンラインカフェについて 

・１２月実施に向けた準備等の確認や役割分担など 

〇事務局から現時点の進行状況について説明した。 

 

【意見等】 

 ・辻堂地区の４小学校・湘南工科大学に参加してほしい。 

  →学校に説明に行くときは、子どものメリットについてわかる資料を作成していかないと理解を

得られないのではないか。子ども達が楽しいとわかってもらえるように資料作成する。 



 →１２月開催は準備不足で難しい。開催時期の延期を考えたほうが良いのではないか。ただし、

年度をまたぐと先生の異動等があり開催しにくいので、今年度中に開催したほうが良い。 

・１２月のオンラインカフェは中止するのか。 

→前回のオンラインカフェで次は１２月に開催すると伝えている。辻堂まちづくり会議を広める

ために別のテーマで開催したほうがよい。 

・来年度は１年分の予定を、年度当初に示せるとよい。 

・オンラインカフェ開催後、参加者にアンケートを行う。 

・テーマは何にするのか 

→地域活性のために Facebookで活動していることがわかる団体に、声をかけて出ていただき、

地域活動の紹介をしてはどうか。 

  ・オンラインカフェのネーミングを変更してはどうか。 

  →１０月１５日までに考えてＬＩＮＥで話し合う。 

   

 〇１２月のオンラインカフェは、１２月１２日（日）９時３０分から開催予定。１０月末までにチ

ラシを作成し１１月１０日の回覧で配布予定。 

 〇小学校に協力いただくオンラインカフェは、３月頃の実施に向けて調整していく。 

 

３ 全体集会について 

  ・２月実施に向けて実施手法、テーマ等の検討 

  

【意見等】 

 ・全体集会の開催はオンラインか集まって行うのか。 

  →両方で行う。 

 ・テーマをどうするのか。 

 →これまでは２年間の成果の発表、委員の募集を行っていたが、今回は来年度開催する子ども回

覧板につながるテーマにしてはどうか。小学生にディスカッションをしてもらってはどうか。 

 →小学生にディスカッションをしてもらうのであれば、１月に予行練習をしたほうが良い。湘南

工科大学の学生にもお手伝いをお願いできないか。 

〇開催時期は２月の土日の午前中としたい。 

 

４ その他報告事項 

  ・辻堂プライドロゴマーク活用について 

 〇辻堂プライドロゴマークと「辻堂プライド」について、辻堂まちづくり会議についての説明をセ

ンター１階通路に貼り出す予定。 

  

 



 【意見等】 

 ・辻堂プライドロゴマークについての説明がないので、「辻堂プライド」について、辻堂まちづ  

 くり会議について、辻堂プライドロゴマークについて、それぞれの文章を吉田さんと伊藤さ 

んで考える。 

  

   ・オープニング記念行事について 

  〇事務局からオープニング記念行事等一覧表について説明を行った。 

   

   ・その他 

  〇水之江氏とこれまで協議を重ねてきたが、相違点が多いため、それぞれでできることを進めて

いくことになった。 

 

 

 

 

以 上 

 

【次回部会日程】 

日時：２０２１年(令和３年)１１月１１日(木) 

１０時００分～１１時３０分 



 

 

 

「辻堂プライド」について 

 

辻堂はとても小さな地区ですが、古くから 

ある暮らしと新しい暮らしがあります。「古い」

と「新しい」の交差点のようなまち。海もある

し公園もある。けれどそれだけではありません。

このまちがいいと思い住み始め、このまちで良

かったと人生を振り返る。小さいけれど、広く

て沢山の心が詰まっています。胸を張れるまち

「辻堂」。辻堂をもっともっと良いまちに育て

ていくため、みんなの気持ちをひとつにするロ

ゴマークを創りました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辻堂まちづくり会議について 
（辻堂地区郷土づくり推進会議） 

 

私たちは 1８の団体（防災や自治会・町内会

など）と公募委員 9 人合計 27 人のメンバーで

構成されています。まちの安全や安心がどう守

られているか？子どもたちの環境はどうだろう

か？自転車のマナーアップ、横断歩道や信号

機。他にもいろいろ考えています。市民センタ

ーが窓口です、興味のある方は是非訪ねて声を

寄せてください。 

 

 

 

 

 

 

2021年 8月  

辻堂まちづくり会議  

会長 尾崎文彦  



上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

全体会議
25日(木)
１３：３０～

16日(木)
１３：３０～

27日(木)
１３：３０～

24日(木)
１３：３０～

24日(木)
１３：３０～

くらし安心・安全部会
11日(木)
13：30～

9日(木)
13：30～

13日(木)
13：30～

10日(木)
13：30～

10日(木)
13：30～

辻堂交流部会
4日(木)
9:00～

福祉部会
18日（木）
13:30～

広報委員会
11日(木)
9:30～

郷土づくり推進会議
地区交流会（会長・副会長）

18日(木)
15:00～

駅前掲示板入替作業
1日(月)
9:30～
くらし部会

1日(水)
9:30～
交流部会

4日(火)
9:30～
福祉部会

1日(火)
9:30～
くらし部会

1日(火)
9:30～
交流部会

辻堂朝市
11日(木)
7:30～9:30
くらし2人+交流1人

25日(木)
7:30～9:30
くらし2人+交流1人

9日(木)
7:30～9:30
くらし部会3人

23日(木)
7:30～9:30
くらし部会3人

13日(木)
7:30～9:30
福祉2人+交流1人

27日(木)
7:30～9:30
福祉2人+交流1人

10日(木)
7:30～9:30
福祉部会3人

24日(木)
7:30～9:30
福祉部会3人

10日(木)
7:30～9:30
交流部会3人

24日(木)
7:30～9:30
交流部会3人

辻堂プライドラリー

辻堂写真館

辻堂海岸コレクション

グリーン回廊ウォーキング
第2回辻堂さんぽ

第3回オンラインｃａｆｅ
12日(日)
9:30～

みんなで美化キャンペーン

(共催事業）
コーラスコンサート

18日(土)
13:30～

絵本語り公演
30日(日)
午前予定

（共催事業）
認知症フレンドリー講座

(共催事業)
防災講演会

全体集会

（共催事業）
(仮)目指せ！Ｂリーグ

防災協議会
【中止】
辻堂地区総合防災
訓練

12日(日)
安否確認訓練

青少年育成協力会

三者連携
高浜地域子ども支援会議

三者連携
ネットワーク湘南堂夢

社会福祉協議会
29日(土)
世代間交流事業

講演会
日程未定

関
係
団
体
事
業

ボッチャ体験
日程未定

リズムＤＥ楽しくスポーツ
日程未定

日程未定

日程未定

辻
堂
ま
ち
づ
く
り
会
議
事
業

令和３年度　辻堂まちづくり会議等行事予定表（１１月～３月）

会
議
等

11月5日から30日まで

11月5日から12月１０日まで

11月 12月

2021年10月28日現在

防災講演会
日程未定

日程未定

10/4から景品が無くなるまで

ニコニコロード
16日（木）9:30～
ポケットパーク
11日又は18日(土)9:30～

3月

第１回
10月5日から11月30日まで

第２回　日程未定

日程未定

1月 2月



藤沢市郷土づくり推進会議設置要綱 

 

(目的及び設置) 

第１条 市民及び地縁団体，市民活動団体，特定非営利活動法人，企業，社会福

祉法人，医療法人，学校等地域で多様な活動を行う団体（以下「地域団体等」

という。）の参画により，地域の特性を生かした郷土愛あふれるまちづくりを推

進するため，市民センター又は公民館の管轄する区域（以下「地区」という。）

ごとに，藤沢市郷土づくり推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。  

(名称) 

第２条 各地区の推進会議の名称は，郷土づくり推進会議に各地区の名称を冠し

たものとする。 

２ 地区ごとに推進会議の通称を付けることができるものとし，各地区の推進会

議の決定に基づき市長が定める。 

(所掌事務) 

第３条 推進会議は，次に掲げる事項を処理する。 

(1) 市民，地域団体等の地域の意見を集約することにより地域の課題を把握し，

市との協働により課題解決に向けた方向性を検討すること。 

(2) 前号による検討の結果に基づき，市長に対し提案を行うとともに，必要な

意見若しくは要望を提出し，又は施策の提言を行うこと。 

(3) 第１号による検討の結果に基づき，地域の特性を生かした事業を企画及び

実施すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか，第１条の目的を達成するため，市長又は推進

会議が必要があると認める事項 

(組織) 

第４条 各地区の推進会議は，当該推進会議の決定に基づき市長が定める人数の

委員で組織する。 

(委員) 

第５条 委員は，次に掲げる者に該当する者のうちから，市長が選出し，委嘱す

る。 

 (1) 当該推進会議が設置された地区内に在住し，在勤し，若しくは在学する者

又は地区内で活動する者（この市の常勤の職員又は議員である者を除く。）で，

各地区の委員選考委員会が選考した者 



(2) 当該推進会議が設置された地区内において活動する地域団体等から推薦さ

れた者 

２ 前項各号の者のうちから市長が選出する委員の人数は，各地区の推進会議の

決定に基づき市長が別に定める。 

３ 委員は，無報酬とする。 

４ 委員が，第３条各号に規定する事項を処理するための活動に当たり，当該委

員の嘱する推進会議の地区外に移動し活動するときは，旅費を支給する。 

５ 前項の旅費の額及び支給方法は，藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例（昭

和３１年藤沢市条例第３６号）第１条第１７号に掲げる者の取扱に準ずる。 

(委員の任期) 

第６条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残

任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

３ 委員の再任されることができる回数は，各地区の推進会議の決定に基づき市

長が各地区の推進会議ごとに別に定める回数とする。 

(役員等) 

第７条 推進会議に議長１人のほか，副議長若干人及びその他の役員若干人を置

き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 副議長及びその他の役員の人数は，各地区の推進会議の決定に基づき市長が

別に定める。 

３ 議長及び副議長の任期は，当該委員の任期内において，各地区の推進会議で

定めることができる。 

４ 議長は，会務を総理し，推進会議を代表する。 

５ 副議長は，議長を補佐し，議長に事故あるとき，又は議長が欠けたときは，

その職務を代理する。この場合において，副議長が２人以上存するときは，あ

らかじめ副議長のうちから議長が指名する者が職務を代理する。 

(会議) 

第８条 推進会議は，議長が招集する。 

２ 推進会議は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開き，議決をすること

ができない。 

３ 推進会議の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，

議長の決するところによる。 



４ 議長は，会議の運営上必要があると認めるときは，委員以外の者を会議に出

席させ，説明又は助言，資料の提出及びその他の協力を求めることができる。 

(会議の公開) 

第９条 推進会議は，その会議を公開するものとする。ただし，次の各号のいず

れかに該当する場合は，この限りでない。 

 (1) 会議の内容が市長が別に定める非公開情報に係るものである場合 

 (2) 会議を公開することにより，当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずる

と認められる場合 

(議事録の作成) 

第１０条 推進会議は，会議を開催したときは，次の事項を記載した議事録を作

成するものとする。ただし，軽易なものについては，この限りでない。 

 (1) 会議を開催した日時及び場所 

 (2) 委員の現在数及び出席した委員の数 

 (3) 開催目的，審議事項及び議決事項 

 (4) 議事の経過の概要及びその結果 

(部会) 

第１１条 推進会議には，必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会は，委員及び推進会議に協力する者等で構成する。 

(市長の責務) 

第１２条 市長は，第１条に掲げる目的を達成するため，推進会議に対し，次の

各号に掲げる支援その他の必要な措置を講じるものとする。 

(1) 市長は，推進会議が第３条各号に規定する所掌事務を行うに当たり，推進

会議が市民，地域団体等と十分な連携及び協働並びに調整が図られるよう積

極的に努めなければならない。 

(2) 市長は，推進会議から第３条第２号の規定による提案，意見若しくは要望

の提出又は施策の提言があったときは，十分な検討を行い，必要に応じて市

の施策に反映するものとする。 

(3) 市長は，推進会議による第３条第３号の事業の企画及び実施に要する経費

の予算化に努めるものとする。 

(4) 市長は，推進会議に対し，必要な情報の提供を行うものとする。 

(事務局) 

第１３条 推進会議の事務を処理するため，推進会議に事務局を置く。 



２ 事務局は，当該推進会議が設置された地区を管轄する市民センター又は公民

館とする。 

３ 事務局は，第３条各号に規定する推進会議の所掌事務について，委員と連携

し，協働して取り組まなければならない。 

(委任) 

第１４条 この要綱に定めるもののほか，推進会議に関し必要な事項は，各地区

の推進会議の決定に基づき市長が地区ごとに要領で定める。 

附 則 

１ この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 

２ この要綱の規定により最初に委嘱される委員は，第５条第１項の規定にかか

わらず，この要綱の施行の前日において現にこの市の市長の認定を受けている

地域経営会議委員のうちから市長が委嘱する。 

３ 前項の規定により委嘱される委員の任期は，第６条第１項本文の規定にかか

わらず，委嘱の日から平成２６年３月３１日までとする。 

附 則 

 この要綱は，平成２８年９月１日から施行し，平成２８年４月１日から適用す

る。 

附 則 

 この要綱は，平成２９年１２月８日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 

 



 

                  

辻堂地区郷土づくり推進会議運営要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は，藤沢市郷土(きょうど)づくり推進会議設置要綱（平成２５年４

月１日施行，以下「要綱」という。）の規定により設置された辻堂地区郷土(きょう

ど)づくり推進会議（以下「推進会議」という。）の運営について必要な事項を定め

るものとする。 

 （通称） 

第２条 辻堂地区郷土づくり推進会議の通称は，「辻堂まちづくり会議」とする。 

 (意見の集約) 

第３条 推進会議は，要綱第３条第１号の意見の集約を行う場合には，次の各号に掲

げるいずれかの方法により行うものとする。 

(1) 地区全体集会 

(2) アンケート 

(3) 前２項に掲げる方法の他，辻堂地区の実情に即し，推進会議が適当であると認

める方法。 

 （組織） 

第４条 推進会議は，２８人以内の委員で組織する。 

 （委員） 

第５条 委員は，次に掲げる者に該当する者とする。 

(1) 辻堂地区内に居住（この市の常勤の職員又は議員である者を除く。），在勤，

在学又は地区で活動を行っている者で，委員選考委員会が選考した者 

(2) 辻堂地区内において活動する別表に掲げる地域団体から推薦された者 

 （委員の任期） 

第６条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期

間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。ただし，前条第１項第１号に掲げる者に該当

する者のうちから選出された委員の再任の回数は１回に限る。 

３ 前項の規定にかかわらず，推進会議が当該委員の意向を確認して，推進会議の推

薦を受け，委員選考委員会が再任の必要を認めた者は，さらに１回に限り再任でき

るものとする。 

 （役員等） 

第７条 藤沢市郷土づくり推進会議設置要綱第７条に定める議長及び副議長は，それ

ぞれ会長及び副会長と読み替えるものとする。 



２ 推進会議に会長１人，副会長３人，必要により監事若干人(以下「役員等」とい

う。)を置き，委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は，会務を総理し，推進会議を代表する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，あら

かじめ副会長のうちから会長が指名する者がその職務を代理する。 

５ 監事は，推進会議の会務を監査する。 

(会議) 

第８条 推進会議は，次の各号に掲げる会議を開催する。 

(1) 全体会議 

(2) 部会 

 （会議の公開） 

第９条 会議の公開及び傍聴等に関して必要な事項は，推進会議の決定に基づき市長

が別に定める。 

 （議事録） 

第１０条 議事録は，推進会議の決定に基づき市長が別に定める期間公表するものと

する。 

 （部会等） 

第１１条 推進会議には，部会を置くことができる。 

２ 部会は,委員及び推進会議に協力する者等のうちから推進会議が選任する者で構成

する。 

３ 第１項に定める部会のほか広報委員会を置き，委員は第２項に定める部会の構成

員の中から選任する。 

４ 部会等に部会長を置き，部会の構成員の互選によりこれを定める。 

５ 部会長は，部会の運営上必要があると認めるときは，部会の構成員以外の者を会

議に出席させ，説明又は助言，資料の提出及びその他の協力を求めることができ

る。 

 （事務局） 

第１２条 推進会議の事務局は，辻堂市民センターとする。 

 （委員選考委員会） 

第１３条 市長は，現に委員である者の任期が満了する３月前までに，会長及び委員

並びに委員以外の者のうちから推進会議が選任する者によって構成する委員選考委

員会（以下「選考委員会」という。）を設置しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか，選考委員会，委員の募集及び選考に関して必要な事項

は，推進会議の決定に基づき市長が別に定める。 



 （委任） 

第１４条 この要領に定めるもののほか，推進会議の運営に関し必要な事項は，推進

会議の決定に基づき市長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この要領は，平成２５年４月１日から施行する。 

２ この要領の規定により最初に委嘱される委員の任期は，第６条第１項本文の規定

にかかわらず，委嘱の日から平成２６年３月３１日までとする。 

３ この要領は，平成２６年６月１日から施行する。 

４ この要領は，平成２９年１２月２２日から施行する。 

５ この要領は，平成３０年９月２７日から施行する。 

６ この要領は，令和元年１２月１９日から施行する。 

別表（第５条関係） 

番号 地 域 団 体 の 名 称 

１  辻堂地区自治会長・町内会長連絡協議会 

２  辻堂地区社会福祉協議会 

３  辻堂地区青少年育成協力会 

４  辻堂地区交通安全対策協議会 

５  辻堂地区生活環境協議会 

６  辻堂地区防犯協会 

７  辻堂地区防災協議会 

８  辻堂東地区民生委員児童委員協議会 

９  辻堂西地区民生委員児童委員協議会 

１０  辻堂公民館評議員会 

１１  高浜地域子ども支援会議 

１２  辻堂地区内社会体育振興協議会のうちの１団体 

１３  辻堂商店会連合会 

１４  辻堂地区老人クラブ連合会 

１５  ネットワーク湘南童夢 

１６  辻堂東地区いきいきサポートセンター 

１７  辻堂西地区いきいきサポートセンター 

１８  辻堂地区ボランティアセンター 

 


